
対 象 年 齢

利 用 時 間

保 育 料 金

利 用 方 法

１日２，０００円※保育時間を過ぎた場合は延長料が必要となります。

月～金曜日（祝日、休診日等は除く）８時～１８時

山口県内に住所を有する乳幼児から小学６年生まで

【土曜日の保育については各施設にお問い合わせください】

宇部市民の方は、利用１回につき1,000円が減免されます。
利用時に住所がわかるもの（福祉医療費受給者証等）を提示してください。

※次の世帯に該当する場合は、利用１回につき1,５00円まで減免を受けられます。

・生活保護世帯
利用時に生活保護費受給者証を提示してください。

・市民税又は所得税非課税世帯
うち1,000円は実施施設で減免します。残りの減免額については、宇部市こども政策課で減免の

申請をしてください。 ＜申請時期＞利用後随時（翌年度4月10日まで）

※県内他市町が実施する病児・病後児保育施設を利用する場合は、施設では減免できませんので、

宇部市こども政策課で減免の申請をしてください。＜申請時期＞利用後随時（翌年度4月10日まで）

①利用者登録
実施施設又は宇部市役所（こども政策課）で

申請書の提出をしてください。

※利用時に実施施設にて申請書の記入・提出も可能です。
※利用年度ごとに登録手続きが必要です。

②利用申込み
登録施設へ事前に予約をしてください。

※１日の受入れ人数には定員がありますので、
利用をお断りする場合があります。

【利用開始年齢(月齢）については各施設にお問い合わせください】

令和８年４月から

減免制度拡充！！

※本事業（減免制度）は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。



ココ

鈴木小児科 0836-51-1100

金子小児科 0836-22-0006

よしもと小児科 0836-22-0555

かわかみ整形外科・小児科クリニック

0836-37-3700

松岡小児科 0836-41-8005


